
議案第５ １号

ひた ちな か市 職員 の給 与に 関す る条 Ｍ等 の一 部を 改ｍ する 条Ｍ 制定

につ いて
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ひた ちな か市条例第　　号

ひた ちな か市 職員 の給 かに 関す る条 例等 の一 部を 改ｊＥす る条例

（ひ たち なか 市職 員の 給与に関 する 条例 の一 部改 止）

第１ 条　 ひた ちな か市職員 の給与に 「ｙｌす る条例（平成 ６年条例第３ ５１）の一部を

次の よう に改止す る。

第２ ７条第２ 項中 「１ ００ 分の １　２　７． ５」 を「 １０ ０分 の１ ２０ 」に 改め，

回条第３ 項中 「１ ００ 分の １２ ７． ５」 を「 １０ ０分 の１ ２０ 」に ，「 １０ ０分

の７ ２． ５」 を「 １０ ０分 の６ ７． ５」 に改 める。

（ひ たち なか 市特 別職 の職 員で 常勤 のも のの 給与 に関 する 条例 の一 部改 ‾ｉＥ）

第２ 条　 ひた ちな か市 特ＳＩ』 職の職員 で常 勤の もの の縦かに ＲＩ する 条Ｍ （平 成６ 年条

例第 ３４ 号） の一 部を 次の よう に改 ｊＥ する。

第５ 条中 「１ ００ 分の １　２　７． ５」 を［ １０ ０分の１ ２０ ］に ，「 １０ ０分の

１　６　７． ５」 を［ １０ ０分 の１ ６２ ．５ ］に 改め る。

［ひ たち なか 市一 般職 の任 期付 職員 の採 ＪＩ］等 に関 する 条例 の一 部改 ｉＥ）

第３ 条　 ひた ちな か市 一般 職の 任期 付職 員の 採Ｊｌｊ 等に 関す る条 例（ 平成 １５ 年条例

第４ 号） の一 部を 次の よう に改 ｉＥ する。

第８ 条第 ２項 中「 １０ ０分 の１　２　７． ５」 を［ １０ ０分 の１ ２０ ］に ，［ １０

０分 の１　６　７． ５］ を「 １　０　０分 の１　６　２． ５」 に改 める。

付　則

（施 行期 日）

１　 この 条例 は， ぬ布 の日 から 施行 する。

（令 和４ 年６ 大ｊ に支 給す る期 末手 肖に 関す る特例措置）

２　 令ね ４年 ６メ１に 支給 する 期末 手售 の額 は， 第１ 条の 規定 によ る改 ‾χＥ後 のひ たち

なか 市職 員の 給与 に関 する 条例 第２ ７条 第２ Ｊミ耿（ 回条 第３ 項又 は第 ３条 の規 定に

よる 改‾を後 のひ たち なか 市一 般職 の任 期付 職員 の採 ｍ等 に関 する 条Ｍ 第８ 条第２

項の 規定 によ り読 み替 えて 適ｍ する 果合 を合 む。 ）八 びひ たち なか 市職 員の 給与

に関 する 条例 （八 下こ・の 填に おい て「 給与 条例 」と いう 。） 第２ ７条 第４ 項から

第６ 犧ま で若 しく は第 ３１ 条第 １填 から 第３ 填ま で若 しく は第 ６項 から 第８ 填ま

で， 外国 の地 方価族団 体の 機関 等に 派遣 され るひ たち なか 市職 員の 処Ｓ 等に 関す

る条 例（ 平成 ６年 条例 第２ ７号 ）第 ４条 第１ 填又 はひ たち なか 市職 員の ぬ益 的法
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人等への囂遣等に 関す る条Ｍ（平成 １４ 年条Ｍ第 １９ 号） 第４ 条の規定にかかわ

らず，こ れら の規定に より 算定 され る期末手 售の額「な下 この項に おいてりｉ準

額」 とい う。 ）か ら， 令和 ３年 １　２ＪＩに 支給 された期末手 售の額に ，回 天１ １日に

おけ る次 の各 号に 掲げ る職 員（ 給与 条例 又は ひた ちな か市 水道 を業 職員 の給 与の

種類‾反びｔ準に 関す る条 例（ 平成 ６年条例 第１ １８ 昜） の適用を 受け る者 をい う。

ぷ下 この 項に おい て回 し。 ）の 区分 ごと に， それ ぞれ 售該 各号 に定 める 割合 を乗

じて得た額（な下 この項におい て「調整額」 とい う。 ）を減じ た額 とす る。　この

場合 にお いて ，調 整額 が基 準額 八上 とな ると きは ，期 末手 慝は ，支 給し ない。

（１ ）　 再任用職員（地方ぬ務員法 （［沼和 ２５ 年法律第 ２６ １号］第 ２８ 条の４

第１ 項， 第２ ８条 の５ 第１ 項又 は第 ２８ 条の ６第 １項若し くは第２ 羅の規

定に より 採万万ｊ され た職 員を いう 。次 号に おい て回 じ。 ）い，外 の職 員　 １２

７． ５分 の１５

（２ ）　 肖任 鴇職 員　 ７２ ．５ 分の １０

３　 令和 ４年 ６力 に支給す る期末手 售の額は，第 ２条の規定に よる 改ｉＥ後 のひたち

なか市特別職の職員で常勤 のも のの給与 に関する 条例 第５ 条八びひたち なか市特

Ｓ・」職 の職員で常勤 のも のの 給与 の減額に 関す る条例（平成 １１ 年条例第 ３そ）第

２条 の規 定に かか わら ず， これ らの 規定 によ り算 定さ れる 期末 手葹 の額 （な 下こ

の項 にお いて 「基 準額 」と いう 。） から ，令 和３ 年１ ２１ に支 給さ れた 期末 手フ萢

の額 に１　６　７． ５分 の１ ０を乗じ て得た額 （八 下こ の項にお いて 「調整額」とい

う。 ）を 減じ た額 とす る。 この 場合 にお いて ，調整額が基準額け上 とな ると きは，

期末 手肖 は支 給し ない。

（ひ たち なか 市議 会議 員の 議員 報惟Ｗび 費ＪＩ弁 償等 に関 する 条Ｍ の一 部改 ｊＥ）

４　 ひた ちな か市議会議員 の議員報ＭＲび費篦弁償等 に関する 条Ｍ （平成６ 年条Ｍ

第３ ３号）の一部 を次 のよ うに 改ｊＥす る。

付則 を付則第 １項 とし ，回項に 見ｍ しと して 「（ 施行期日 ）」 を付 し， 付則に

次の １項 を加 える。

（令 和４ 年６ ｙｘ に支給す る期 末手 售に 関す る特例措 置）

２　 令和 ４年 ６大ｊに 支給する 期末 手售 の額 は， 第４ 条の 規定 にか かわ らず ，ひた

ちな か市 特別 職の 職員 で常 勤の もの の給 与に 関す る条 例第 ５条 の規 定を 準ルｊし

て算 定さ れる 期末 手售 の額 （な 下「基準 額」 とい う。 ）か ら， 令５Ｆ口 ３年 １　２ＪＩ

に支給さ れた期末手范 の額 に１ ６７ ．５ 分の １０ を乗 じて 得た額（ 八下 「調整

額」 とい う。 ）を 減じ た額 とす る。　この 場合 にお いて ，調 整額 が基 準額 八上と

なる とき は， 期末手售は支給し ない。

（ひ たち なか 市水 道事 業管 Ｊｌ 者の 給与等に 関す る条 例の 一部 改ｊＥ）

５　 ひた ちな か市 水道 事業 管ＪＩ者 の給 殍等 に関 する 条例 （平 成６ 年条 Ｍ第 １１ ７そ）

の一 部を 次の よう に改 ｍす る。
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付則 を付則第 １項 とし ，回 項に 見出 しと して 「（ 施行 期日 ）」 を付 し， 付則に

次の １項 を加 える。

（令 和４ 年６ 大ｊ に支 給す る期 末手 肖に 関す る特例措 置）

２　 令和 ４年 ６Ｊｊに 支給 する 期末 手肖 の額 は， 第３ 条第 ３項 ‾反びひ たち なか 市特

Ｓり 職の 職員 で常 勤の もの の給 かの 減額 に関 する 条例 （平 成１ １年 条例 第３ そ）

第４ 条の 規定 にか かわ らず ，ひ たち なか 市職 員の 給与 に関 する 条例 等の 一部を

改ｍする 条Ｍ （令 手口 ４年条例第　　 倚） イｊ‘ｍ 第３ 項の規定を準 Ｈｊ して算ｍ され

た額 とす る。

（ひ たち なか 市教 育委 員会 教育 長の 給与 等に 関す る条 Ｍの 一部 改ｊＥ）

６　 ひた ちな か市 教育 委員 会教 育長 の給 与等 に関 する 条例 （平 成６ 年条 例第 １２５

号） の一部を次の よう に改ｊＥ する。

付則 を付 則第 １項 とし ，回 項に 見出 しと して 「（ 施行 期日 ）」 を付 し， 付則に

次の １項 を加 える。

（令 和４ 年６ 大ｊ に支 給す る期 末手 肖に 関す る特 例措 置）

２　 令和 ４年 ６１ に支 給す る期 末手 肖の 額は ，第 ２条 第４ 項‾反び ひた ちな か市特

別職 の職 員で 常勤 のも のの 給与 の減 額に 関す る条 例（ 平成 １１ 年条 例第 ３号）

第３ 条の 規定 にか かわ らず ，ひ たち なか 市職 員の 給与 に関 する 条例 等の 一部を

改‾をす る条 例（ 令ね ４年 条例 第　　 倚） 付則 第３ 項の 規定 を準 丿目 して 算ｍ され

た額 とす る。

（規則への委任）

７　 第２ 項か ら前 項ま でに 定め るも のの ほか ，こ の条 例の 施行 に関 し必 要な 事項 は，

規則で定める。
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